
- 1 - 

 

 

 

2025 年 12 月 10 日 

 

各 位 

会 社 名 大黒屋ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小川 浩平 

 （コード番号 6993 東証スタンダード市場） 

問合せ先 財務経理部マネージャー 今長 岳志 

 （TEL．03-6451-4300） 

 

 

限度貸付契約の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 12 月 10 日開催の取締役会において、限度貸付契約（以下「本契約」と

いいます。）を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１． 本契約締結の理由 

当社が 2025 年 10 月 31 日付けで開示した「資本業務提携の締結、第三者割当による

新株式の発行、定款の一部変更、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に

関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、株式会社キーストーン・パートナース

（以下「キーストーン・パートナース」といいます。）及び合同会社 S バンクとの間

で、2025年 10月31日付けで資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいま

す。）を締結し、本資本業務提携契約の一環として、キーストーン・パートナースが

管理・運営する日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業有限責任組合より、

19 億円の融資枠の設定を受けることになりました。 

 

２． 契約の概要 

（１）契約先 日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業

有限責任組合 

（２）貸付限度額 19 億円 

（３）契約締結日 2025 年 12 月 10 日 

（４）貸付可能期間 2025 年 12 月 10 日から 2027 年 6 月 30 日まで 

（５）資金使途 当社グループの企業価値向上に資する目的（企業
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買収、企業買収用の SPC に対する出資、株式会社

大黒屋に対するインターカンパニーローンの供与

を含みますが、これらに限りません。） 

 

３． 今後の見通し 

現時点では、当社の業績への具体的な影響額については未定です。今後公表すべき

事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以上 


